
神戸市における「一日公正取引委員会」の開催について 

 

令和５年１１月１４日 

公正取引委員会事務総局 

近 畿 中 国 四 国 事 務 所 

 

公正取引委員会は、地方事務所等所在地以外の都市において、独占禁止法等の

普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため、「一日公正取引委員会」を開

催しています。 

近畿中国四国事務所では、本年度、下記のとおり、神戸市において、「一日公

正取引委員会」を開催することとしました。 

 

記 

 

１ 日 程 

 令和５年１２月６日（水）１０：００～１６：４５ 

 

２ 場 所 

 兵庫県民会館（神戸市中央区下山手通４－１６－３） 

 

３ 内 容 

 ⑴ 兵庫地区における有識者との懇談会 

   時 間：１０：００～１２：００ 

   場 所：７階「鶴」 

   出席者：有識者６名（経済団体５団体及び報道機関の代表者） 

       公正取引委員会 委員 泉水 文雄 ほか 

 

⑵ 公正取引委員会委員による講演会（別紙１参照） 

   時 間：１３：００～１４：３０ 

   場 所：９階「９０２会議室」 

   講 師：公正取引委員会 委員 泉水 文雄 

   テーマ：成長と分配の好循環の実現と公正取引委員会の役割 

   定 員：４０名（要申込、先着順、参加費無料） 

 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所総務課 

          電話 ０６－６９４１－２１７３（直通） 

ホームページ   https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/index.html 

https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/index.html


⑶ 下請法基礎講習会（別紙２参照） 

   時 間：１０：００～１２：００ 

   場 所：９階「９０２会議室」 

   講 師：近畿中国四国事務所下請課 職員 

   定 員：４２名（要申込、先着順、参加費無料） 

 

 ⑷ 消費者セミナー（別紙２・別紙３参照） 

時 間：１０：３０～１２：００ 

   場 所：７階「亀」 

   講 師：近畿中国四国事務所取引課 職員 

   定 員：３０名（要申込、先着順、参加費無料） 

 

 ⑸ 入札談合等関与行為防止法研修会（別紙２参照） 

時 間：１３：３０～１５：００ 

   場 所：７階「鶴」 

   講 師：近畿中国四国事務所 経済取引指導官 

   定 員：４５名（一般の方は参加できません、参加費無料） 

 

 ⑹ 相談コーナー（別紙２参照） 

時 間：１４：３０～１５：００ 

   場 所：９階「９０２会議室」 

   講 師：近畿中国四国事務所 職員 

   定 員：なし（申込不要、先着順、参加費無料） 

 

 ⑺ 景品表示法説明会（別紙２参照） 

時 間：１５：００～１６：００ 

   場 所：７階「亀」 

   講 師：近畿中国四国事務所取引課 職員 

   定 員：３０名（要申込、先着順、参加費無料） 

 

 ⑻ フリーランス法説明会（別紙２・別紙４参照） 

時 間：１６：００～１６：４５ 

   場 所：９階「９０２会議室」 

   講 師：取引部取引企画課 職員 

   定 員：４０名（要申込、先着順、参加費無料） 

 

 ⑼ 公正取引委員会職員とのフリートーク（別紙２・別紙５参照） 

時 間：１６：００～１６：４５ 



   場 所：７階「鶴」 

   講 師：近畿中国四国事務所 若手職員 

   定 員：４０名（要申込、先着順、参加費無料） 

 

上記以外にも、７階「亀」において、展示コーナー（啓発ポスターの掲示や

パンフレットの配布）を常設しています。 

また、各プログラムの申込方法については、下記又は別紙を御参照ください

（「兵庫地区における有識者との懇談会」及び「入札談合等関与行為防止法研修

会」は除く）。 

 

 ○ 「公正取引委員会委員による講演会」の申込方法 

下記ＵＲＬから申込フォームにアクセスしていただき、お申込みください。 

https://www.jftc.go.jp/training/020/training_minikon.html 

 

 ○ 「公正取引委員会委員による講演会」以外のプログラムの申込方法 

下記ＵＲＬから申込フォームにアクセスしていただき、お申込みください。 

https://www.jftc.go.jp/training/610/training_one_day_koutori.html 

 

※ 相談コーナーを除いたプログラムについて、報道機関のカメラ撮影及び傍聴

取材が可能です。当日の取材を御希望の場合は、あらかじめ当事務所に御一報

ください。 

 

https://www.jftc.go.jp/training/020/training_minikon.html
https://www.jftc.go.jp/training/610/training_one_day_koutori.html

